
損害保険のご案内にあたって 

 

当社が取扱可能な保険会社の中で、お客さまがご指定になる保険会社や商品があれば、始めにお申し付け

ください。ご意向を把握させていただいた上で、ご指定の保険会社商品をご案内いたします。ご指定の保険

会社や商品がない場合は、以下の方針に基づき、保険商品をご案内いたします。 

 

【 当 社 の 販 売 ル ー ル 】 

 

１．推 奨 ・ 比 較 販 売 

法人のお客さまの場合 

お客さまのご意向を把握させていただいた上で、当社が取扱可能な保険商品の中から、商品特性や保険

料水準等に関するご意向に沿った商品をご案内させていただきます。 

 

個人のお客さまの場合 

  当社は、所属保険会社の中で取扱件数が最も多く、事務に精通している三井住友海上火災保険株式会社

の商品をおすすめします。ただし、継続契約は、円滑な更改活動を目的に前年と同じ保険会社の商品を推

奨します。 

※団体扱、団体契約については当社取扱可能な範囲で団体指定の商品を推奨します。 

※賃貸住宅入居者向けの火災保険商品については、保険料収納面の管理と、制度上の必要性から 

あいおいニッセイ同和損保、AIG の商品を中心にお勧めいたします。 

 

 インターネットで手続きができる保険商品の場合 

  当社 HP 記載のバナーからご契約いただける保険会社をお客様が自由にお選びいただけます。 

 

また、お客様からのご依頼があり比較説明を行う場合、比較する商品について、その全体像や特性につ

いて正確にお客さまに示すなど、お客さまが保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事

項を丁寧に説明します。 

 

２．お 客 さ ま の 誤 認 防 止 

当社は下記損害保険会社の代理店として損害保険契約の締結をいたします。 

当社は、当社が「保険会社とお客さまとの間で中立である」とお客さまに誤解されないように「公平・

中立」との表示・説明は行いません。 

また、損害保険契約においては告知受領権を有しています。お客様に告知いただいた保険申込書（告知

書）の記載内容が事実と違う場合は,ご契約が解除や無効になったり保険金をお支払いできないことがあり

ますので正しく告知いただきますようお願いいたします。 

 

※当社取り扱い保険会社 

 損害保険：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、 

東京海上日動火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、日新火災海上保険株式会社、 

ＡＩＧ損害保険株式会社、明治安田損害保険株式会社  

 生命保険：三井住友海上あいおい生命保険株式会社、アフラック生命保険株式会社 

 

以上 

  



生命保険商品のご案内にあたって 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当社は生命保険に関して、２社の生命保険会社の商品を取扱っております。 

お客様への保険商品の募集に際して、保障分野毎に当社がお勧めの保険会社を定めています。 
お勧めの保険会社は一年に一度、経営方針として見直しを行っております。 
 
（取扱保険会社） 

がんの保障           ： アフラック生命保険株式会社（略称アフラック）       

その他の保障          ： 三井住友海上あいおい生命保険株式会社（略称 MSA 生命） 

アフラックをお勧めする理由（がんに対する保障） 

アフラックはがん保険において 40 年以上にわたり、給付金・保険金のお支払いを迅速

かつ確実にお届けする取り組を行っております。また、当社もアフラックの募集代理店と

して長年にわたる販売実績があり、また充実した保全サービス体制を整えており、ご契

約後の充実したお客様サービスのためにアフラックをお勧めします。 

ＭＳＡ生命をお勧めする理由（その他の保障） 

ＭＳＡ生命社は死亡から医療まで商品構成が充実しており、また、それぞれ単体で販売

できる商品も多いことから、お客様のニーズに沿ったプランの作成がしやすいため、がん

保険以外の保障についてはＭＳＡ生命の商品をお勧めします。 

【お勧めする理由】 

【募集代理店について】                                                          

当社は生命保険会社の募集代理店です。 

当社はお客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権(*)や保険契約の締結の

代理権はありません。 

ご契約が成立した後にご契約の内容の変更などをする場合にも、原則としてご契約の内容の変更など

に対するご契約生命保険会社の承諾が必要です。（ご契約の復活、特約の中途付加など） 

 

＜*告知受領権＞ 

告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が持ちます。生命保険募集人・募集

代理店・生命保険面接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士に口

頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことになりませんので、ご注意ください。 

当代理店はお客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。 

(*)当代理店で取り扱っている保険会社の詳細やおすすめの保険会社以外を希望される場合には、当代理店までお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ先】 

募集代理店：株式会社九電工ホーム 保険事業部 

住所：福岡県福岡市中央区高砂２丁目１０番１号 

TEL ：０９２－５３３－４１５３   


